
第 62 回水晶彫刻新作展開催要綱 

                     山梨県水晶美術彫刻協同組合 

 

1．目  的  当組合で生産される、『水晶美術彫刻作品』及び、水晶美術彫刻加工方法を活かし

た『装身具類』等の進歩向上と、伝統的工芸品産業の振興と後継者の育成を図るた

め、県内外の美術愛好家の観覧に供し、広くその作品を紹介することを目的とする。 

 

2．名  称  「第 62 回水晶彫刻新作展」 

 

3．主  催  山梨県水晶美術彫刻協同組合 

 

4．後  援  関東経済産業局、山梨県、甲府市、笛吹市、日本伝統工芸士会、 

（ 予 定 ）   一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会、山梨県中小企業団体中央会、 

甲府商工会議所、甲府市工業協会、山梨県水晶宝飾協同組合、山梨放送、 

山梨日日新聞社、テレビ山梨、山梨研磨宝飾新聞社、やまなし伝統工芸館 

 

5．会  場  甲府市役所 1F 市民コミュニティホール 

 

6．開会式及び  令和 4 年 10 月 21 日(金) 午前 9 時～（予定） 

テープカット   

 

7．会  期  令和 4 年 10 月 21 日(金)～10 月 25 日(火) 5 日間※最終日は午後 3 時迄 

  Web サイトにおいては 10 月 21 日（金）（予定）～常時閲覧可 

 

8．事  務  この会の事務は、笛吹市石和町四日市場 1569  

山梨県水晶美術彫刻協同組合事務所において行う。 

（電話 055-263-6951 FAX 055-263-7235） 

 

9．出 品 物  当組合員及びその関係者が製作した、甲州水晶貴石細工・その他貴石類を主材料とし

た彫刻品、及びこれに関連する装身具類で、良風美俗に反しないもの。 

（出品料は無料とする。） 

 

10．出 品 申 込  組合事務所に、9 月 30 日(金)迄に申込むものとする。 

 

11．搬 入 場 所  令和 4 年 10 月 20 日(木)午前 10 時より 11 時半迄に、『甲府市役所 1F 市民コミュニ

ティホール』に搬入する。(時間厳守) 

 

12．出品物の搬出  搬出は、10 月 25 日(火)午後 3 時から行うものとする。 

搬入及び搬出に要する経費は全て出品者の負担とする。 

 



13．審  査  10 月 20 日(木)午後 1 時『甲府市役所 1F 市民コミュニティホール』にて行う。 

 
14．審 査 委 員 関東経済産業局産業部産業部経営支援課地域ブランド展開支援室長    坂口 伸 

（予 定）  山梨県産業労働部部長                        山本 盛次 
（敬称略）  山梨県水晶宝飾協同組合                      松本 一雄 

山梨県産業技術センター甲府技術センター長             清野 浩 
甲府市産業部長                           櫻林 英二 
笛吹市産業観光部長                        小宮山昌彦 
やまなし伝統工芸館館長                       中山 千恵 
山梨県立宝石美術専門学校校長                    飯野 一朗 

 

15．審査基準・手順 無記名で展示された出品作品に、一作品につき審査員の持ち点 5 点で審査する(5 点満点) 

審査の基準は、意匠、技術、市場適正、創意工夫等の事項を考慮し、総合的に判断する。 

 

16．表  彰  出品物は、参考品を除き、1 部作品『伝統的工芸品』2 部作品『装身具類』とし全

て審査し、優秀作品は表彰する。出品物のうち、意匠・技術・市場適性・創意工夫等

の点を総合して、特に優秀と認められるものに対して、次の賞を与える。 

但し受賞配分は内規による。 
     関東経済産業局長賞       1 点   山梨県中小企業団体中央会会長賞    2 点 
     山 梨 県 知 事 賞       2 点   甲府商工会議所会頭賞         2 点 
     甲 府 市 長 賞       2 点   山梨県水晶宝飾協同組合理事長賞    1 点 
     笛 吹 市 長 賞        2 点   やまなし伝統工芸館長賞        1 点 
     山梨県産業労働部長賞     2 点   日本伝統工芸士会会長賞        1 点 
     一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会賞 1 点    

山梨研磨宝飾新聞社賞     1 点   山梨県水晶美術彫刻協同組合理事長賞  1 点 

 

17．表 彰 式  10 月 21 日(金)午前 9 時 30 分より『甲府市役所 1F コミュニティホール』にて行う。 

 

18．観 覧  観覧は毎日午前 9 時から午後 5 時迄とし、入場は無料とする。 

但し、都合により観覧時間を伸縮することがある。 

 

19．出品物の管理  出品物の保全管理については主催者側において十分注意するが、不可抗力によるもの、

その他やむを得ない事故については、責任を負わない。 

 

20．そ の 他 （１）出品物を指定時間内に搬出しないときは、主催者に於いて適宜処理する。 

（２）審査に対する異議、及び出品物の無断搬出は認めない。 

（３）上記外については、別記水晶彫刻新作展内規に定める。 

  （４）本事業について、会場の規模や来場者、出展者の安全面を十分配慮した上で 

     実施するものとする。 

  （５）自然災害等が起こった場合は会場の規約に従い、来場者を速やかに避難誘導する。 

  （６）コロナ対策として来場者にはマスクの着用、手指の消毒をお願いし、国や県の 

感染症対策に従うものとする。 



事  業  計  画 

 
 

1．趣 旨   当組合で生産される、水晶美術彫刻作品の進歩向上に資するとともに伝統的工芸品産業の

振興と後継者育成をはかり、県内外の美術愛好家の観覧に供し広くその作品を紹介するこ

とを目的とする。 

   

2．名 称   『第 62 回水晶彫刻新作展』 

 

3．主 催   山梨県水晶美術彫刻協同組合 

 

4．後 援  関東経済産業局、山梨県、甲府市、笛吹市、日本伝統工芸士会、 

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会、山梨県中小企業団体中央会、 

甲府商工会議所、甲府市工業協会、山梨県水晶宝飾協同組合、山梨放送、 

山梨日日新聞社、テレビ山梨、山梨研磨宝飾新聞社、やまなし伝統工芸館 

 

5．会 期  令和 4 年 10 月 21 日(金)～10 月 25 日(火) 

 

6．会 場  甲府市役所 1F コミュニティホール 

 

7．出品作品 当組合員及びその関係者が製作した水晶貴石彫刻品 

 

8．審 査 （予定）関東経済産業局、山梨県、甲府市、笛吹市、業界代表、組合常任顧問 

 

9．褒 章 （予定）関東経済産業局長賞、山梨県知事賞、甲府市長賞、笛吹市長賞、 

山梨県産業労働部長賞、一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会賞、 

日本伝統工芸士会長賞、山梨県中小企業団体中央会長賞、甲府商工会議所会頭賞、 

山梨県水晶宝飾協同組合理事長賞、やまなし伝統工芸館長賞、 

山梨研磨宝飾新聞社長賞、 

                         

                     

      

 

 


